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平成２１年１２月２４日

「改正省エネ法」に関する今後の周知活動

平成２２年４月より、省エネ法の規制体系は、これまでの工場・事業場単位

から事業者単位でのエネルギー管理に変更となります。このため、事業全体（本

社、工場、営業所、店舗等）の１年度間のエネルギー使用量（原油換算値）が

1,500ｋｌ以上となる事業者は、その使用量を国へ届け出て特定事業者の指定
を受けなければなりません。

経済産業省は、他省庁や事業者団体などと連携して、周知活動をさらに強化

します。

１．周知活動の必要性

エネルギー消費量が大幅に増加している業務・家庭部門におけるエネルギー

の使用の合理化をより一層推進することを目的に、平成２０年５月に「エネル

ギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」が改正されました。平成２２年

４月より、省エネ法の規制体系は、これまでの工場・事業場単位から事業者単

位でのエネルギー管理に変更となります。

これにより、個々の工場・事業場のエネルギー使用量が 1,500kl／年未満であ

ったとしても、全国規模で事業展開する事業者、地場で多店舗展開を行う事業

者、フランチャイズチェーンを行う事業者など、業務部門を中心に新たに規制

対象となる事業者が数多く存在すると想定されます。

このため、経済産業省は「改正省エネ法」に関する周知活動をこれまでも進

めてきましたが、今後これを一層強化します。

２．今後の予定（平成２２年１月～）

（１）事業者に対する説明

【平成２２年３月までの開催予定；延べ８９回、２６，０００人予定】

①経済産業局主催の説明会

ア．平成２２年１～３月 経済産業局にて開催（２４回、約７，１００人予定）。

イ．平成２２年度 平成２１年度と同程度に（ただし、年度当初に集中して）開催

予定。

②省エネルギーシンポジウム（実務編）の開催
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ア．平成２２年１～２月 全国１０地域にて各２回（沖縄は１回）開催予定（延べ１

９回、約１０，５００人予定）。

イ．平成２２年度 平成２１年度と同様に全国１０地域で各３回（延べ２９回）開催

予定。

③事業者団体等主催の説明会等への参加

ア．平成２２年１～３月 ４６回（約８，４００人）対応予定。

イ．平成２２年度 平成２１年度と同様に（ただし、年度当初に集中して）事業者

団体等に呼びかけを行い、積極的に対応。

（２）事業者に対する案内

①アンケート調査の実施（１２月～平成２２年１月）

→ 改正省エネ法に関する周知・取組みなどの状況調査を実施（約１万社）。

平成２２年度も同程度の調査を実施予定。

【調査対象】多店舗展開のサービス業（ホテル、理容、フィットネスクラブ

等）、食品スーパーなど。

（３）メディアを通じた広報

①政府広報の実施（平成２２年１～２月）

→ 平成２２年１月及び２月（計２回）、新聞（全国紙）にて改正省エネ法に対

する広報を予定。

②定期報告書記入要領の公表（平成２２年３月）

→ 定期報告書の記入方法等を解説した要領を作成し、ホームページ等で

公表予定。

③定期報告書作成支援ツールの配布（平成２２年３月）

→ 定期報告書の作成支援ツール（Excel 版）を作成し、ホームページ上で

配布予定。

④省エネ法の法令集及び解説集の発刊（平成２２年１～３月）

→ 法律・政令・省令・公示を集約した「法令集」を発刊予定。また併せて、

「解説集」も発刊予定。

（４）エネルギー管理講習（新規講習）の開催

→ 例年全国１０会場で年間２回開催していた講習会を、平成２２年度は年

間３回に拡充して開催予定。
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３．平成２１年度（１２月まで）の周知活動の概要

（１）事業者に対する説明【延べ３００回、約３９，３００人】

①説明会の開催

ア．事業者団体の加盟企業等に対する説明会（４～１２月）

→ 経済産業局（全国９地域）にて開催（開催数；６５回、参加者数；約９，３０

０人）。なお、事業者団体の事務局に対する説明会は平成２１年３月まで

に実施済み。

イ．地場企業向け説明会（６～９月）

→ 商工会議所のネットワークを活用し、全国４７都道府県にて開催（４７回、

約５，７００人）。

ウ．省エネルギーシンポジウム（基礎編）の開催（１１～１２月）

→ 改正省エネ法で新たな規制対象になると想定される事業者を中心に全

国１０地域にて開催（１０回、約４，６００人）。

②団体主催の説明会等への参加（４～１２月）

→ 製造業、小売業、金融業、中小企業などの事業者団体等が主催する説

明会等に対応（１７８回、参加者数１９，６００人）。

（２）事業者に対する案内

①企業本社への案内（５月）

→ 事業者単位規制への変更を踏まえ、エネルギー管理指定工場を設置し

ている事業者の本社に対し、法改正の案内を送付（約７，５００社）。

②事業者団体への周知依頼（４月）

→ 事業者団体に対し、改正省エネ法に関する会報への掲載、会員へのメ

ール送信、ホームページへの掲載等を通じた傘下企業への周知を依頼

（約１，０００団体）。

③他省庁等への周知依頼（１１～１２月）

→ 他省庁等に対し、関係団体等へのパンフレット配布、メール配信等によ

る周知を依頼（約１，１００団体・企業）。

（３）メディアを通じた広報

①政府広報の実施（７～８月）

→ 新聞（全国紙・地方紙など約７，２００万部）及び雑誌（日経ビジネスなど

計５誌、約２５５万部）にて、改正省エネ法への対応の必要性について広



4

報。

②ホームページによる広報

→ 資源エネルギー庁、各経済産業局、（財）省エネルギーセンターのホーム

ページにおいて、改正省エネ法に関する情報（改正内容、Ｑ＆Ａ集、エネ

ルギー使用量換算ツールなど）を提供。

③パンフレットの配布

→ 改正省エネ法に関する簡易版パンフレット（１２万部）、規制内容及び対

応方法を紹介する詳細版パンフレット（１０万部）を作成し、配布。

（４）エネルギー管理講習（新規講習）の開催

→ エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員に選任される者に受

講が義務づけられている講習会を、全国１０会場で２０回開催（受講者約

１３，９００名）。

（本発表資料のお問い合わせ先）

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー対策課長 坂本 敏幸

担当者： 坂元（課長補佐）、土屋（課長補佐）

電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ４５４１～６）

０３－３５０１－９７２６（直通）
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エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）の主な改正点

１．指定基準の改正

（１）工場・事業場単位から企業単位へ

平成２２年４月より、規制体系がこれまでの工場・事業場単位から事業者単位で

のエネルギー管理に変更。事業全体（本社、工場、営業所、店舗等）の年間のエネ

ルギー使用量（原油換算値）を合計して 1,500ｋｌ以上となる事業者は、その使用量

を国へ届け出て「特定事業者」の指定を受けなければならない。

（２）特定連鎖化事業者も新たに規制の対象へ

コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーン事業について、約款等の取り決

め内容が一定の要件を満たし、かつ、契約事業者（加盟店）を含む事業全体の年

間のエネルギー使用量が 1,500kl 以上であれば、フランチャイズチェーン本部がそ

の使用量を国へ届け出て「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければならない。

２．報告書等の提出単位の変更

定期報告書、中長期計画書の提出が、従来の工場･事業場単位での提出から企

業単位での提出に変更。

３．エネルギー管理統括者等の創設

「特定事業者」及び「特定連鎖化事業者」は、企業全体でのエネルギー管理体制を

推進するため、エネルギー管理統括者（企業の事業経営に発言権を持つ役員クラス

の者など）とエネルギー管理企画推進者（エネルギー管理統括者を実務面で補佐す

る者）をそれぞれ１名選任しなければならない。

※資源エネルギー庁のホームページ（http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm）

にて詳細情報を掲載。
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